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計量事業費

１　事業概要

　適正な計量の実施及び指導、計量思想の普及、計量器

の検査、基準に適合した計量器の供給の確保などを行う

。

（１）適正計量指導費 　△1,059千円

      事務経費の節減により生じた執行残の減

（２）計量器検査費　　 　△634千円

　　　集合検査運行委託の入札差金発生に伴う減及び事

（３）計量検定費　　　   △642千円

　　　事務経費の節減により生じた執行残の減

２　事業主体及び負担区分

　（県10/10）

３　地方財政措置の状況

　地方交付税措置あり（計量行政費）

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　9,500千円×17人＝161,500千円

５　事業説明
（１）事業内容：
　　　　ア　適正計量指導費　適正な計量の実施の確保、計量思想の普及　　2,611千円
　　　　イ　計量器検査費　　計量器の検査　　　　　　　　　　　　　　　6,277千円
　　　　ウ　計量検定費　　　計量器の検定　　　　　　　　　　　　　　  9,426千円
（２）事業計画
　　(01)適正計量指導費
       ア　登録事務等
　     　　(ｱ) 証明事業（質量、環境）　200件　　(ｲ) 適正計量管理事業　　　　　40件
　　     　(ｳ) 製造、修理、販売事業　　 90件　　(ｴ) 計量士　　　　　　　　　　40件
　　   イ　立入検査
　　     　(ｱ) 特定計量器立入　　　　　　63日 120事業所（対象事業所 800）
　　     　(ｲ) 量目立入　　　　　　　　　30日　80事業所（対象事業所 330）
　　     　(ｳ) 登録届出事業所立入等　　　44日  70事業所（対象事業所 397）
　　     　(ｴ) 適正計量管理事業所　　　   4日 　4事業所（対象事業所 727）
　　   ウ　計量思想の普及等　　　夏休み親子計量教室　　　　　　　　30組

       ア　定期検査　集合検査　2,900戸　6,600個  イ 計量証明検査　面積計　0戸　0個 ウ 立入検査（調査）50戸

　  （２）計量器検査費：集合検査運行委託の入札差金発生に伴う減額及び事務経費の節減により生じた執行残の

　　(02)計量器検査費

    (03)計量検定費
       ア　計量器検定
　　　　　　(ｱ) はかり等600個　(ｲ) 燃料油メーター2,000個　(ｳ) 体温計 2,500個　(ｴ) 液化石油ガスメーター33個
        　　(ｵ) 血圧計等 3,340個
　　　 イ　装置検査（タクシーメーター）7,100個 ウ　基準器検査（基準分銅、基準タンク等）500個
（３）事業効果： 適正計量を確保することが、消費者の安全安心の確保及び産業経済の発展につながる。
（４）補正予算の概要
　　（１）適正計量指導費：事務経費の節減により生じた執行残の減額

(単位：千円)

　　務経費の節減により生じた執行残の減

　　　　　　　　　　　　減額
　　（３）計量検定費：事務経費の節減により生じた執行残の減額

分野施策


